
４ 国際基準への対応について（外国語（英語コミュニケーション力））

＜提言＞
○ スルーガイドについては、通訳案内士 又は CEFR B2以上 を要件化
○ アクティビティガイドについては、専門的な英単語や緊急時対応等を身につける研修を実施

・ 既存の英語能力資格・試験を活用してガイドの英語レベルを区分した上で、研修を実施
・「英語対応可能」レベル（通訳等可能）と「日常会話可能」レベル（簡易な応答可能）の２区分を設定

このうち「日常会話可能」レベル（CEFR B１以上）をアクティビティガイドに推奨
○ 語学資格の有効期限については、定期的に語学を使っていれば能力は落ちないため更新不要で、

資格取得後の実務経験がより重要との意見 → このため、語学力証明のための資格再取得は求めないが、
アクティビティガイドについて、研修修了（前述）による英語能力の確認を推奨

＜各資格･検定試験とCEFRとの対照表（文部科学省／平成30年3月公表資料より）＞

※TOEIC L&R/S&Wについては、 TOEIC S&Wのスコアを2.5倍にして合算したスコアで判定する

英語対応可能レベル（B2以上）

日常会話可能レベル（B1）

⇒スルーガイドに求めるレベル【要件】
（研修の受講は可とする）

⇒アクティビティガイドに求める
レベル（研修修了を推奨）

CEFR: Common European Framework of Reference 
for Languages（外国語の学習・教授・評価のた
めのヨーロッパ言語共通参照枠）

欧州評議会で開発された、外国語の学習者の
習得状況を示す際に用いられる指標。その言
語を使って「具体的に何ができるか」という
形で言語力を６段階で表す。
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＜提言＞
○ 北海道サステナブル ガイディング トレーニングプログラム

・ 当プログラムは、持続可能な観光の理解を深めるための基礎研修と位置づけ、修了証の取得を
もってバッジ付与の対象とする。

・ また、当該プログラムの修了にとどまらず、目標として推奨する国際資格等として、｢GSTC
公式プログラム｣の修了や、｢Leave No Traceトレーナー資格｣の取得という道筋を示した上で、
それぞれの国際資格等を取得した者についてもバッジ付与の対象とする。

４ 国際基準への対応について（サステナビリティ）

註）米国発祥の、環境に与えるインパクトを
最小限にして、アウトドアを楽しむための
環境倫理プログラム
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４ 国際基準への対応について（ファーストエイド）

＜提言＞
○ ATGSの「ファーストエイド」に対応する既存資格については、Wilderness Medical Societyから認定されて

いるWilderness Medical Associates Japan（WMAJ）、Wilderness Medicine Training Center（WMTC）及び
SOLO Japanを対象とする。

○ 北海道アウトドアガイドは上級救命講習等の修了を必須としているため、過渡的措置として各分野における
ファーストエイドのレベルを以下のとおりとする。なお、各分野のガイドが保有するファーストエイドのレベル
は、現状維持ではなく推奨レベルまで引き上げていく必要があることから、将来的に見直しを検討する。
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４ 国際基準への対応について（安全管理／自然・歴史・文化／顧客･グループ）

＜提言＞
○ 北海道ATガイドフィールドトレーニング
（ATGS「安全管理 / 自然・歴史・文化 / 顧客・グループ管理」に応じたフィールドトレーニング）

・ スルーガイド要件：上記研修の修了
・ バッジ付与の基準：上記研修の修了＋複数の研修講師による修了チェックの合格
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５ 市場評価及び資格の価値向上について

＜提言＞
・ 市場や旅行会社からの評価への要請 ⇒ 別途、顧客推奨度調査・旅行会社評価導入 【再掲】
・ その他、有識者からの意見等を踏まえ、以下のとおり、道に期待する施策等について提言

WG等からの意見 ・ その他の論点

・ 顧客からの評価制度が必要 ・ 顧客推奨度調査

・ 旅行会社等からの表彰制度のようなものが必要 ・旅行会社からの評価制度

・ 稼げるガイドの道筋をつけて欲しい ・ ATのコンセプトや本ガイド制度の趣旨の周知（ﾒｯｾｰｼﾞ）
・ 送客に向けた施策

・ ガイドジャンボリ（研修会・技能体験会）開催が必要
・ ガイドにスポンサーがつきやすい工夫の実施

・ ATガイドのネットワーク化(会員組織化等)
・ ガイド間の情報共有促進（スポンサー獲得ノウハウ等）

・ ATのガイディングにおいて自然に関する解説等が重要 ・ 他分野のガイドに対する道自然ガイドの取得推奨

・ 国内外のマーケットへのPR（資格・AT自体）
・ インバウンド回復に向けた北海道ブランドの発信
・ 観光振興機構等と連携した効果的なプロモーション
・ DXの活用（ATポータルサイト開設・ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞｯｼﾞ活用）

・ ガイド制度の環境教育への寄与
・ ガイド資格保持者の公共施設入場料無償化

・ 観光部局と環境・文化・教育担当部局との連携
（道立博物館・学芸員等との連携）

・ AT知識習得のための研修
・ アクティビティガイドの語学力を維持向上の場の提供

・ ガイド制度試行後、裾野の拡大や認定後のスキル向上等、
幅広い人材育成・確保の取組

・ 道アウトドアガイド検定受験のメリット
・ 各種資格取得に対する補助

・ 制度趣旨の周知・理解促進
・ 観光振興機構等と連携した各種支援

・ 新しいガイド制度の円滑な試行・運用開始
・ AT部会の継続的な目利き（民間組織による運営含む）
・ 速やかな要綱等の整備（指導・降格・取消制度含む）
・ DXの活用（ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ・ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞｯｼﾞ活用）〔再掲〕

北海道に対する期待（提言）

タテの広がり
への組込み

（市場評価）
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区分 令和４年度
（2022年）

令和５年
（2023年）

令和６年
（2024年）

令和７年
（2025年）

令和８年
（2026年）

ガイド
新制度

審議会答申（９月）
道案ﾊﾟﾌﾞｺﾒ（10月）
要綱等整備（~3月）

試行開始（4月~）
（道直営） 試行制度運用 試行制度検証 制度（本格）運用

人材育成 各種研修等 各種研修等
（内容適宜見直し）

各種研修等
（内容適宜見直し）

各種研修等
（内容適宜見直し）

各種研修等
（内容適宜見直し）

誘客・
送客 プロモーション

ふるさと納税

ATWS（９月）
同検証（~11月）
プロモーション等

プロモーション等 プロモーション等 プロモーション等

分野の
目利き AT部会（１回程度） AT部会（１回程度） AT部会（１回程度） AT部会（１回程度） AT部会（１回程度）

組織体制 組織体制検討・調整 会員組織設立
民間運営検討

会員間の情報共有
民間運営への移行？

会員間の情報共有
民間運営

会員間の情報共有
民間運営

道ｱｳﾄﾄﾞｱ
計画

中間年(指標見直し) 計画見直し

６ 中期的な展開について

5期計画（R3～7） 6期計画（R8～）
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